
「第五次石井町総合発展計画（案）」へのパブリックコメント結果

令和２年12月22日(火)～令和３年１月５日(火)

２名（内訳：電子メール　1名、持参　1名）
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※意見の概要と町の考え方

No. 該当箇所 意見の概要 意見に対する町の考え方

1

【P.82】
基本目標１

4⃣子育て環境と教

育の充実
③義務教育
学校給食の充実

　来年度オープンする給食センターを食
育、SDGs教育の柱として位置づけ、学校
給食を中心にエシカルの取り組みを実施
してほしい。

（P.82記載）「学校給食の充実」の１つ目、２つ目の〇を次のとお
り修正する。

【修正前】
〇単独調理を行っていた２地区の小学校分について、新学校給食セ
ンターの最新設備により調理を行います。
〇食物アレルギーを持つ子どものための、アレルギー対応食の提供
に取り組みます。

【修正後】
〇新学校給食センターは、「食育、地域の藍の歴史やまちづくりの
拠点となり町のシンボル」をコンセプトに、安心・安全な給食の提
供、また地域とのつながりのための取組を行います。
〇新学校給食センターでは、最新設備により単独調理を行っていた
２地区の小学校分についても調理を行います。また、アレルギー対
応食の提供に取り組みます。

2

【P.43】
基本目標１

1⃣健康的な暮らし

の推進
①保健

　給食センターを食育の拠点と位置づ
け、学校給食をエシカルにすることで、
幼児期、学童期からの生活習慣の改善、
成人してからの健康管理へとつなげる。

（P.81記載）
　子どもの「健康に食べる力」の強化、肥満、生活習慣病等の対策
として、給食センターと学校、保護者が連携し、学校や家庭での食
育の普及に取り組みます。

3

【P.56】
基本目標１

3⃣地域の支え合い

の推進

　給食センターを食育、SDGs教育、エシ
カル消費教育の拠点として位置づけ、給
食センターを生涯教育の拠点として、発
信していく。

No.1参照



No. 該当箇所 意見の概要 意見に対する町の考え方

4

【P.78】
基本目標１

4⃣子育て環境と教

育の充実
③義務教育

　学校給食をエシカルにすることを通じ
て、食事だけでなく、学校菜園、食品ロ
スの削減などに取り組む。

No.1参照

5

【P.100】
基本目標２

4⃣環境に配慮した

まちづくり
①環境衛生

　ごみ減量化のうち、生ごみの減量化を
徹底する。生ごみは資源であることの周
知と、回収に出す場合は、「まず濡らさ
ないこと」と乾燥で水分量を減らすこと
を徹底する。

（P.101記載）
　環境衛生に関する意識啓発を推進することで、ごみの排出抑制や
分別収集への意識の向上を図ります。また、生ごみの減量化のた
め、電気式生ごみ処理機かコンポスターを購入する場合に購入費の
一部を補助します。

6

【P.104】
基本目標３

1⃣地域産業の活力

増進
①農業

　学校給食に使用する食材を、農薬不使
用、化学肥料不使用、遺伝子組み換え飼
料不使用の畜産物で提供するために、循
環型農業や環境保全型農業、耕畜連携型
農業の推進をする。

（P.82、P.105記載）
　環境にやさしい農業生産の推進をするため、各種関係機関との連
携を強化し、有機農法等の研究・支援の推進をします。また、学校
給食に使用する食材については、子どもの「食育」を含め、地産地
消による食材の提供を図ります。

7
【P.39】
持続可能な開発目
標への取組

　フェアトレードタウンとしての認定を
受けることを提案します。石井町は県内
でもエシカル宣言一番乗りでした。その
後、社会的にもSDGsへの注目が集まって
います。全国でも、町単位での認定はあ
りません。フェアトレード認定を受ける
ことで、全国的にも注目されます。

（P.39）
「太陽と緑の環境都市　いしい」を将来ビジョンに掲げる本町にお
いて、SDGsの取組は非常に意義のあるものです。本計画の基本計画
を推進するにあたり、SDGsの17のゴールを意識して推進することと
しています。
　フェアトレードは、貿易の仕組みをより公平・公正にすることに
より、開発途上国の小規模な生産者や労働者が、自らの力で貧困か
ら脱却し、地域社会や環境を守りながら、持続可能な世界の実現を
目指す取組です。また立場の弱い人々の自立を支援する国際協力で
もあり、同時に、人権の尊重に資する平和活動でもあります。フェ
アトレードの取組は、SDGsが掲げる17の目標のほぼすべてに関係し
ています。
　本町におきましては、周辺の自治体の取組を鑑み、今後どうして
いくべきか検討したいと考えています。


